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1. はじめに 
我が国においては近年、国家レベルの知財戦略が打ち出

され、広い範囲の企業関係者が特許に関わらざるを得ない

状況が生まれている。 

それ故に知財専門家だけでなく、研究開発に携わる者で

も、関連研究の調査等の理由により、特許書類を読むこと

が求められているのが現状である。 

特許書類の中でも「特許請求の範囲」は一文が長かった

り、独特な言い回しが多かったりと、特に読解が困難であ

ることが知られている。 

そこで我々は、主に技術者に対して、特許書類の読解を

支援するシステムの開発を行っている。以下上記システム

を、特許書類読解支援システムと呼称する。本稿では、特

許書類読解支援システムの概要と機能の詳細について説

明する。 

 

2. 特許書類読解支援システム 

2.1 概要 
特許書類読解支援システムは、「特許請求の範囲」の見

える化を実現するシステムであり、具体的には、「注釈付

きクレームツリー表示機能」と「特許請求項の細粒度解析

機能」を持つシステムである。 

まず特許書類テキストファイルを入力し、内部に組み込

んでいる「特許書類解析エンジン」が解析を行い、解析結

果を XML ファイルとして保存する。この XML ファイル

の フ ォ ー マ ッ ト と し て は 、 PML(Patent Markup 

Language) [1]を使用している。そして、保存した XML フ

ァイルを入力し、別のツールが「注釈付きクレームツリー」

と「特許請求項の細粒度解析」を出力する。画面のイメー

ジは図 1 の通りである。 

 

 
図 1：特許書類読解支援システムの出力画面のイメージ (特開 2004-101107 を表示)
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 図 1 に示す通り、解析結果を表示する際は、ブラウザで

複数のフレームを用意し、複数の画面を表示するようにし

ている。具体的には、特許書類本体、請求項切り替えボタ

ン、「注釈付きクレームツリー」と「特許請求項の細粒度解

析」の表示である。その中で「注釈付きクレームツリー」

と「特許請求項の細粒度解析」の表示は、フレーム内にお

いて Flash で出力するようにしている。Flash を用いたの

は、イメージの表現力に於いて優れていたからである。ま

た、Flash 内部のタブによって「注釈付きクレームツリー」

と「特許請求項の細粒度解析」のそれぞれの結果を切り替

えるようにしている。 

 
2.2 注釈付きクレームツリー 
特許請求項には、他の特許請求項とは独立に記述される

ものと、他の特許請求項を引用して記述されるものとが存

在するが、その引用関係は複雑となってしまうことが多い。

「注釈付きクレームツリー」とは、まず特許請求項間の関

係（引用形式特許請求項、外的付加、内的付加など）を、

特許請求の範囲の記述から言語解析し[2][3][4]、更に各特許請

求項で定義されている構成要素名を取得し、特許請求項間

の多様な関係や請求項内の構成要素を、一目見て分かるよ

うに木構造で表したものである(図2)。引用形式請求項は、

それ以前に記述した請求項を引用することになっているの

で[5]、請求項同士が枝で結ばれているものは、後の請求項

が前の請求項を引用しているということを表している。 

「注釈付きクレームツリー」では、請求項の背景色を変

えることで、灰色が独立形式請求項、青色が引用形式請求

項(内的付加)、赤色が引用形式請求項(外的付加)、桃色が

引用形式請求項(その他)として見分けることができるよう

にしている。 

また、請求項のボックスの中には構成要素または内的付

加の場合の制限対象が表示されており、白丸のものがジェ

プソン型のものにおける前提部に存在するもの、黒丸のも

のが本論部に存在するものを表している。 

結果を出力する際は、上記の構成要素と制限対象を表示

したツリーと、表示しないツリーの二種類の結果を出力す

る。図 2 と図 3 は要素を表示したツリーである。 図 2 の場

合、請求項 1 は独立形式請求項であり、請求項 2 は内的付

加の引用形式請求項で請求項 1 を引用しており、請求項 3

は内的付加の引用形式請求項で、請求項 1 と 2 を引用して

いることを表している。図 3 の場合は、請求項 8 は内的付

加の引用形式請求項であり、請求項 7 を引用している。請

求項 9,10 は外的付加の引用形式請求項であり、請求項 9 は

請求項 7,8 を引用しており、請求項 10 は請求項 7,8,9 を引

用していることを表している。 

 
図 2：「注釈付きクレームツリー」の例 

(特開 2004-101107 を表示) 

 

 
図 3：「注釈付きクレームツリー」の例(一部) 

(特開 2004-176489 を表示) 

 
2.3 特許請求項の細粒度解析 
特許請求項は一文かつ長文で記述されることが多く、構

文構造が複雑になってしまう。その上、独特の言い回しや

スタイルで記述されるので、読解は非常に困難である。我々

は請求項の構造解析を行うツールを既に開発済みであるが
[6][7]、これらはトップレベルでの解析だけを行うものであっ

た。「特許請求項の細粒度解析」は、より細かいレベルでの

解析を行うものである。 

まず、特許請求項を言語解析し、構成要素に分割する。

その要素はノードとして表現する。そして、この構成要素

及びその説明との間における関係を枝で表すことで、ツリ

ー構造で出力する(図 4)。ここで、出力する結果は、構成

要素とその説明全て、構成要素の説明の要約、構成要素名

のみの 3 種類の図を出力できるようになっている。このこ

とによって、状況に応じた特許請求項の細粒度解析結果を

得ることができる。 

具体的に説明すると、構成要素とその説明全ては、構成

要素及びその説明を省略しないで出力したものである。構

成要素の説明の要約は、構成要素の説明が長くなる場合、

先頭と末尾の数文節だけを表示するというものである。構

成要素のみは、構成要素の説明を全て省いたものである。 

図 4 は構成要素とその説明全てを表示した例である。「中

間冷却回路」と「第１の内部熱交換器」と「第２の内部熱

交換器」が構成要素として現れており、それぞれの要素の

説明が何であるのか、見て分かるようになっていることが

確認できる。 
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図 4：「特許請求項の細粒度解析」の例 

(特開 2004-101107 請求項 1 を表示) 

 

2.4 特許書類のハイパーテキスト化 
特許書類は記述量が多く、例えば特許請求の範囲におい

て、自分が求める請求項を探し出すのは手間がかかる作業

になる。そこで、特許書類本文と「注釈付きクレームツリ

ー」と「特許請求項構造解析」の関連付けを行うために、

特許書類のハイパーテキスト化を試みる。具体的には、特

許書類読解支援システムにおいて、「注釈付きクレームツリ

ー」と「特許請求項の細粒度解析」の請求項にリンクを設

けることで、特許書類の複数個所に記述されている内容と

相互参照することができるようにし、その読解を支援する。 

2.1 節において説明したように、特許書類本文は HTML

で出力されており、「注釈付きクレームツリー」と「特許請

求項の細粒度解析」は Flash で出力されている。そのため

スクリプト言語間の連携、具体的にはHTMLの JavaScript

と Flash の ActionScript 間の連携を行うことで、ハイパー

テキスト化を実現する。 

具体的には、特許書類の請求項記載部分にアンカーを設

けて、「注釈付きクレームツリー」と「特許請求項の細粒度

解析」の請求項部分をクリックしたとき、特許書類を出力

するウィンドウ内において、そのアンカー先にジャンプで

きるようにしている。HTML でも請求項の切り替えボタン

を用意しており、これを切り替えることで、Flash 内の「特

許請求項の細粒度解析」で表示する請求項を切り替えるだ

けでなく、特許書類での該当する請求項へのジャンプも行

うように連携されている。 

また、特許請求項と「発明の詳細な説明」との間で、用

語や記述内容の対応付けを行う。具体的には、「注釈付きク

レームツリー」の各請求項表示ボックスに、「実施例へのジ

ャンプボタン」を作成した。この「実施例へのジャンプボ

タン」を押すと、左側の「特許書類サブウィンドウ」にお

いて、当該請求項に対応する実施例が表示されるようにス

クロールさせる。 

 

 

 

 

3. 評価と考察 
特許請求項を細粒度解析することの効果としては、トッ

プレベルに存在する構成要素を明確化できることと、より

深いレベルに存在する構成要素を検出し明確化できること

とが挙げられる。 

図 4 における請求項例を挙げると、従来の解析ツールで

は、図 5 で示したように「中間冷却回路」と「第１の内部

熱交換器」と「第２の内部熱交換器」が構成要素として明

確化されていなかった。しかし、「特許請求項の細粒度解析」

を行うことで、図 4 で示す通り、これらの要素が明確化さ

れるようになり、より理解しやすくなっていることが確認

できる。 

 

 
図 5：従来の解析ツールでの結果表示の例 

(特開 2004-101107 請求項 1 を表示) 

 
次に、図 6 における請求項例の場合は、「ダクト」「送風

手段」「清浄化手段」の構成要素がトップより深いレベルに

あるため、従来の検出ツールでは、検出されていないこと

が確認できる。しかし、「特許請求項の細粒度解析」を行う

ことで、図 7 に示す通り、これらの構成要素が検出される

ようになった。 

 

 
図 6：従来の解析ツールでの結果表示の例 

(特開 2004-45573 請求項 1 を表示) 
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図 7：「特許請求項の細粒度解析」の結果表示の例 

(特開 2004-45573 請求項 1 を表示) 

 

それに加え、「特許請求項の細粒度解析」で得られた構成

要素や他請求項の引用等の情報を「注釈付きクレームツリ

ー」に付加することによって、多くの請求項があるような

特許書類の場合でも、それぞれの請求項の引用関係が一目

で分かるようになり、より読解支援に役立つ表示を行うこ

とができるものと考える。 

また、「特許書類のハイパーテキスト化」をシステムに付

加したことで、膨大な量になりがちな特許書類と、上記の

「注釈付きクレームツリー」「特許請求項の細粒度解析」の

対応付けを行うことができた。特許書類をブラウザで表示

させようとすると、一画面で表示できる情報は少なくなっ

てしまうので、目的の箇所を見つけるにはスクロールを多

用することになり、大変手間がかかる。そういう意味で、

この特許書類読解支援システムの機能として、ハイパーテ

キスト化を付加することは、特許書類の読解を支援する上

で有用な機能であると言える。 

更に我々は、村田真樹氏らが開発した、「請求項特徴的単

語の強調表示機能」[8]を特許書類読解支援システムに取り

入れた。具体的に説明すると、特許書類における特許請求

の範囲を上から順番に探索し、特徴的な単語が現れたとき

に、その単語を請求項毎に定めた色で強調表示する。そし

て、それ以降で同じ単語が現れた場合、その単語を同じ色

で強調表示する機能である。これにより、各請求項の特徴

的な単語が一目で分かるようになり、それぞれの請求項の

違いを容易に把握することができるようになる。また、発

明の詳細部分でも同じように単語を強調表示することで、

そこで現れた単語がどの請求項の特徴的な単語なのかを容

易に把握できるようになる。この機能を取り入れることで、

特許書類読解支援システムは、より読解支援する上で有用

なものとなったと考える。 

 

4. 今後の課題とまとめ 
 本研究で作成した特許書類読解支援システムの根幹と

なっているものは、言語処理の部分であると言える。一般

に自然言語は曖昧性を持つため、特に長文の構造解析は困

難である。本システムでは、特許書類で多用される言い回

し・表現に着目し、それを「手がかり句」として利用する

ことで、構造解析を行っている。しかし、数学や化学分野

のように、数式や化学式を含むものや、極めて長い物質名

を含む特許文書については正しくない解析をする場合もあ

る。 

今後の課題としては、こうした分野の特許書類の解析に

対応できるように、言語処理部分の改良をすることが考え

られる。また、特許書類読解支援システムにおいては、ハ

イパーテキスト化の部分で、「注釈付きクレームツリー表示

機能」と「特許請求項の細粒度解析機能」の構成要素にも

リンクを設け、特許書類の該当部分にジャンプできる機能

を検討中である。 

本研究は、特許に関する工学的アプローチである「特許

工学」[9]の確立に向けた活動の一環である。特許ライフサ

イクルを支援するツール群における「分析・評価系ツール」
[10]としての特許書類解析ツールの整備に努めていきたい。 
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